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確定給付企業年金制度の改定に伴う利益及び確定拠出年金制度への移行に伴う損失

（個別開示項目）の計上（国際会計基準）に関するお知らせ 
 

当社は、2021 年 3 月期第 3 四半期決算において、確定給付企業年金制度の改定に伴う利益を個

別開示項目に計上いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．確定給付企業年金制度の改定に伴う利益の計上について 

現役社員分の保証期間経過後の終身期間を廃止することにより、2021 年 3 月期第 3四半期決

算において、確定給付企業年金制度の改定に伴う利益 402 百万円を営業損益における個別開示

項目（国際会計基準）に計上いたしました。 

この改定は、将来の掛金拠出を減少させ財務リスクの軽減を図ることを目的としております。 

 

２．確定拠出年金制度への移行に伴う損失の計上について 

2021年3月1日より実施予定の確定給付年金制度から確定拠出年金制度への分割全面移行に

伴い発生が見積もられる損失額約 1.4 億円を、個別開示項目として計上する予定です。金額は、

現時点で入手可能な情報を基に算出しており変動する可能性があります。今後、予想数値を修

正する必要が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。 

 

３．今後の見通し 

2021年 3月期決算においても確定給付企業年金制度の改定に伴う利益および確定拠出年金制

度への分割全面移行に伴い発生が見積もられる損失額につきましては、本日、別途公表いたし

ました「業績予想の修正に関するお知らせ」に織り込み済みです。 

 

以 上 


